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　この 2 年間、イスラエルや米国の政治家が、ガザを広島や長崎のようにしなければならないという趣旨の発言を
繰り返してきた。しかし、日本政府によるこれらに対する抗議もないまま、いまガザは実際にそのような状況になっ
てしまっている。それでもなお停戦は実現していない。この無残な現実は、80 年前の広島・長崎の体験を、時代や
国境を越えて普遍化する努力がどこまでできてきたのか、「戦後日本」の平和運動の歴史認識と未来への構想力を根
底から問い直しているのではないだろうか。
　本特集では、日本が加害・被害の両面において経験してきた「大量虐殺」のリスクを地上から根絶するために必要
なビジョンを、積極的に市民社会の中で活躍する「若い世代」の方々から提起していただいた。（編集部）

 特  集  

被爆・敗戦 80年
――核なき未来を構想する

【写真左】被爆直後の原爆ドーム（出典：UN News）【写真右】原爆ドーム前で継続的に行われているパレスチナ連帯スタンディング（出典：
広島パレスチナともしび連帯共同体 instagram、2025 年 1月）

安田菜津紀　認定 NPO 法人 Dialogue for People（ダイアローグフォーピープル）フォトジャーナリスト。同団体の副代

表。東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、

被災地を記録し続けている。現在、TBS テレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。

林田光弘　長崎市生まれ。高校生一万人署名活動に参加して以来、平和活動を続けている。2016 〜 2020 年ヒバクシャ国

際署名のキャンペーンリーダー。 2021 〜 2023 年度長崎大学核兵器廃絶研究センター特任研究員。2023 年一般社団法人

Peace Education Lab Nagasaki を設立・代表理事を務める。2025 年からは明治学院大学国際平和研究所研究員。

田中美穂　1994 年生まれ。福岡県北九州市出身。2018 年夏より核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）に参加。以後、核

廃絶の運動や世界の現状に興味を持ち、2019 年、核政策を知りたい広島若者有権者の会（カクワカ広島）に発足メンバー

として参画。現在もメーカー勤務を続けながら、核問題への関心向上に取り組む。

中村涼香　2000 年長崎県生まれ。祖母が被爆者の被爆３世。高校時代に長崎を拠点に平和活動をはじめる。大学では、

「KNOW NUKES TOKYO」を設立。被爆体験を継承するために企画した「あたらしいげんばく展」は 20 社以上のメディア

に取り上げられる。現在はボーダレスファウンデーションの理事として課題解決に取り組む。
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　パレスチナ自治区・ガザ地区へのイスラエル軍による
侵攻が、2 年にも及んで続いている。虐殺は留まるとこ
ろを知らず、ガザ保健当局によると、死者は 6 万 4000
人を超えている（9 月 4 日時点）。ただこれは、確認さ
れているだけの人数であり、瓦礫の下に埋まったまま、

「数」にさえなれない人々が相当数いるとされている。
　ガザでの虐殺が始まってから 1 ヵ月近くが経とうと
していた時、イスラエルの閣僚のひとりが、ガザに核爆
弾を落とすことも「選択肢のひとつ」と発言した。イス
ラエルは核拡散防止条約（NPT）に非加盟だが、事実上
の核保有国として知られ、閣僚の発言はその保有を公然
と認めるようなものだった。こうした言葉が飛び出すの
は、「核兵器で抹殺しても構わない」と、ガザの人々を
人間扱いしていないからにほかならない。
　実際に核兵器を使用しなかったとしても、こうした「威
嚇」そのものがもたらす影響は計り知れない。爆撃の最
中を生きるガザの友人からは、次々とこんなメッセージ
が送られてくる。
　「私たちは世界の一員として数えられていない。だから
殺したってなんてことないって思われているんでしょう」
　「イスラエル軍の目に、私たちは人間として映らない
のでしょう」
　閣僚の核兵器に関する発言が飛び出した直後、私は岐
阜市内で、木戸季市さんと向き合っていた。今から 80
年前の 8 月、木戸さんは 5 歳のとき、長崎市内で被爆
している。
　「正直、体が震える。耐えられなくなって目を背けそ
うになる。けれども、そうやって見なくなってしまうこ
ともまた、恐い」
　木戸さんの言葉には、随所に怒りがにじんでいた。
　「私の周りの被爆者は皆、ガザで起きていることを、
自分事としてとらえています。私は 6 歳に満たないと
きに被爆をしたので、難しいことは分からなかった。で
も、何もない真っ黒な街と、路上に連なる遺体を見て、
こんなことが起きてはならないということだけは分かっ
たんです。その思いは、今日まで変わりません」
　その頃、日本政府は何をしていただろうか。2023 年
11 月 27 日の参院予算委員会で、石橋通宏議員から「総
理はロシアのウクライナ市民殺害を戦争犯罪と断定して
いる。イスラエルがガザで行っていることは？」と問わ
れた岸田文雄首相（当時）は、「詳細を知りうる立場に
ない。法的判断はできない」と答弁した。核の脅威をち

らつかせながらウクライナに侵攻するロシアを批判する
ことは当然必要だ。けれども「法の支配」を歪めないた
めには、そこにダブルスタンダードを持ち込んではなら
ないはずだ。そもそも、イスラエルの閣僚が核兵器使用
を「選択肢の一つ」と発言した際、日本政府から真っ先
に、「あってはならない」と声をあげなければならなかっ
たのではないのか。
　この年の 12 月 1 日までニューヨークで開かれていた
核兵器禁止条約の締約国会議に、日本は前回に続き、オ
ブザーバー参加を見送った。同じく「米国の核の傘」の
下にいる、オーストラリアやドイツ、ノルウェーは参加
を果たしていた。日本政府不在の議場で、木戸さんはこ
う強く語った。
　「核兵器によって人類が滅ぼされるのか、核兵器をな
くして人類がこれからもなお生き続けるのか、そういう
選択を迫られている」
　イスラエルによる虐殺行為は今も続いている。事実上
の核保有国が、特定の集団を「人間扱いしなくていい」
かのような攻撃を絶えず続けていることに、世界は本気
で歯止めをかけなければならないはずなのだ。
　この原稿を書いている時点で、すでに石破茂首相が辞
任を表明しており、９月末に開かれる国連総会で、パレ
スチナの「国家承認」を表明するかどうかにも注目が集
まっていたが、見送った。
　さらに防衛省は、イスラエル製ドローンの購入を検討
している。そうした武器がどのように「実践済み」「実
証済み」のものとして売り出されてきたのか、誰を犠牲
にした「実践」だったのかは明らかだろう。これが「戦
後 80 年」を迎えた日本の望ましい姿だろうか。
　すでにカナダや欧州の一部がパレスチナの「国家承認」
を表明しているが、あくまでも象徴的な意味合いでしか
ない。そうした意思表示を半ば言い訳にしながら、事実
上、イスラエルの後押しを続ける歪んだ構造が各国にあ
る。片方ではイスラエルとの経済的な連携を続け、ある
いは軍事支援で結びつきながら、もう一方では「我々は
パレスチナを国家として認めたのだ」とアピールする欺
瞞性に惑わされてはならない。
　この不条理に終止符を打つのであれば、ガザの人々の
上に雨あられと降り注ぐ武器と、そこに注がれる資金の
流れを止める必要がある。そして「核兵器によって人類
が滅ぼされる」前に、イスラエルを含めての核廃絶の議
論を進めなければならないだろう。 （やすだ なつき）

なぜこんな不条理を、世界は「許して」いるのだろうか。
けれどもその「世界」の一部に、私もいるのだ。

安田菜津紀（Dialogue for People 副代表／フォトジャーナリスト）
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　2024 年の秋。世話の行き届いた観葉植物。ガラス戸
に囲まれ、太陽の光が降り注ぐ店内は、エアコンの近く
にいても少し汗ばむ。長崎の爆心地公園と平和公園の間、
浦上天主堂通りにある PEACE TOWN COFFE は、原爆資
料館で証言やガイドを行った被爆者や平和活動家にとっ
てのオアシスだ。このカフェで一服していると高確率で
馴染みの被爆者と会うことができる。この日は被爆者で
元教員の山川剛さんと相席した。
　「林田くんは『戦争』という単語を辞書で引いたこと
あるね？」
　言われてみればないですね。そう言うと山川さんはこ
う続けた。
　「私は子どもたちに戦争を伝えてきたから、そもそも
辞書では戦争がどう定義されているのか調べようと思っ
て色んな出版社で『戦争』を引いてみたとさ。するとど
この出版社も『国と国が武力を使って争うこと』とは書
いてあるのに『人が死ぬこと』は書かれとらん。私たち
が体験したのは、戦争を始まると人が死ぬってこと。そ
して戦時中はその死を軽く見るってことさね。言葉の意
味を知りたい時に真っ先に調べる辞書にこの『戦争の本
質』が書かれていない。これはまずかと思う。」
　山川さんは、その後各出版社に電話をして次回の改定
以降の見直すよう伝え、どの出版社も誠実に電話対応し
てくれたそうだ。話の内容もさることながら、何気なく
使用している言葉の定義や意味について考え続けている
山川さんの姿勢にハッとさせられた。

　山川さんとの会話から、数ヶ月後。ノルウェー・オス
ロで行われた日本被団協のノーベル平和賞授賞式に参加
した。
　授賞式での田中煕巳さんのスピーチの最中、周りから
はすすり泣く音が絶えなかった。みんな今日を一緒に迎
えることができなかった家族や仲間たちのことを思い返
していた。私も 2020 年に亡くなった日本被団の代表委
員を務めた岩佐幹三さんのことを思い返していた。岩佐
さんが生きていれば、この受賞をどんな言葉で喜んだだ
ろう。そう考えると自然と涙が込み上げてきた。
　生前、お住まいだった船橋にお邪魔した際には駅前の
喫茶店でパフェを食べながおしゃべりしたとき、冗談を
語った後の茶目っけある笑顔が素敵だった。そんな岩佐
さんも被団協の会議の時だけは印象は少し違っていた。
いつも腕組みをしながら「違う、違う」と議論を遮る御
意見番のような存在で、あらゆる会議で必ずこんなこと

を言っていた。
　「原爆とは何か。人類は人間の視点できちんと原爆と
向き合っているのか。」
　人間の視点で原爆と向き合うこと、それは安全保障の
道具として扱われる核兵器の本質を問うものであり、ま
さに「核のタブー」を訴えることであった。岩佐さんは、
自らが体験した被爆体験、そしてその体験を生み出した
原爆（核兵器）、そしてその核兵器を使用し、保持し続
ける人類について問い続けた方だった。

　ノーベル平和賞から半年。被爆 80 年の今年の夏、私
が暮らす長崎ではいつも以上に原爆や平和についての報
道が行われた。なかでも特に強調されたのは被爆体験の

「継承」が急務であることだ。被爆 80 年の今年、被爆
者の平均年齢は 86.13 歳。被爆日本人の平均寿命は男
性が 81.09 歳、女性が 87.13 歳であることを考えれば、
被爆者に残された時間は長くない。
　継承の報道が加熱する直前、メディアでは参議院選挙
の報道が続いた。東京都でトップ当選した議員が ｢核武
装は安上がり｣ と発言、この議員は過去に徴兵制にも言
及していることで話題となった。この議員に限らず、外
国人在住者のあり方が争点になるなど、分断や争いの空
気をまとった選挙だった。国家のため、民族のためと排
外主義が横行し、周辺国とどう付き合うかではなく、ど
う戦うのかという議論が聞こえてくる。戦争反対、そん
な当たり前の言葉すら言い辛い空気が流れている。
　被爆・戦後 80 年、私たちはあの戦争と向き合えてき
たのだろうか。
　そんなことをぐるぐると考えていると山川さん、岩佐
さんとの会話が繋がる。二人に共通するのは、原爆（核
兵器）や戦争を自分の頭で考え、問い続ける姿勢ではな
いか。そしてこの姿勢は、戦争や核兵器を肯定する今の
空気に抗う力になるだろう。私たちが継承すべきは戦争
や核兵器を自ら考え、問い続ける姿勢なのかもしれない。

（はやしだ みつひろ）

考える、問い続ける
林田光弘（一般社団法人 Peace Education Lab Nagasaki 代表理事）
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真の「戦後」をつくるために
田中美穂（核政策を知りたい広島若者有権者の会共同代表）

　2023 年 11 月 5 日、イスラエルのアミハイ・エリヤ
フ遺産相がラジオ番組で、ガザ地区での核爆弾使用を

「選択肢のひとつ」と発言しました。続く 2024 年 3 月
25 日には、米共和党のティム・ウォルバーグ議員が米
国による日本への原爆投下を引き合いに出し、「長崎や
広島のようにすべきだ。早く終わらせる」と発言しまし
た。これらの発言は人道的にも、歴史認識の上でも、何
重にも間違っているにもかかわらず、日本政府は即時に
非難しませんでした。私が住む広島市も市民団体からの
公開質問に、「イスラエルの政治家による核使用『選択
肢』発言」は「本市が直接抗議文を送ることにしている
核実験の実施などには当たらない」と回答しました。こ
ういった姿勢を見ると、私たちの社会は本当に「二度と
繰り返さない」ための努力を重ねてきただろうか、と思
わずにはいられません。今を生きる私たちに何ができる
のか、考えたいと思います。
　私が共同代表を務める核政策を知りたい広島若者有権
者の会、通称カクワカ広島は、これまで広島選出の国会
議員に面会し、核政策や核兵器禁止条約についての考
えを尋ねてきました。面会の内容はウェブサイトや SNS
で公表しています。活動の中で私が課題に感じてきたの
は、日本では核兵器の問題が過去の惨禍として語られる
ことが多く、現在との繋がりが見えづらいこと、そして
日本の被害の側面に焦点が集まりやすくなっていること
です。もちろん、広島と長崎は核兵器による甚大な被害
を受けました。しかし、このことをより多くの人々に知っ
てもらい、核廃絶の声を世界中に広げるためには、日本
の加害や世界中の不条理を知る必要があると痛感してい
ます。
　私は今年 8 月 15 日を挟んで、韓国・ソウルを初めて
訪れました。8 月 15 日は韓国では光復節（クァンボク
ジョル、または 815 の読みでパリロ）と呼ばれています。
当日市民集会には 1 万人あまりの市民が集まり、300
もの市民団体が参加していました。また、戦争と女性の
人権博物館や民主化運動記念館、西大門刑務所歴史館な
ど、時間が許す限りさまざまな施設に足を運びました。
知識不足を自覚していた私でしたが、いざ 8.15 の集会
で大勢の方のスピーチを聞き、参加者の方々と言葉を交
わし、実際に日帝時代の建物に立ったとき、何が起こっ
たかを知らないまま人生の大半を過ごしてきたことの恐
ろしさ、そして加害の側に立つ者としての特権性を、ま
ざまざと感じました。集会のあと、石破首相の全国戦没
者追悼式での式辞に「反省」という言葉が入ったことが

日本で大きく報じられており、愕然としました。韓国で
は多くの市民が、日本と米国に対して終わらない戦争の
責任を取るよう声を上げているのに、これが日本社会の
現在地かと。これまで抑圧され、消されてきた痛みを、
植民者である日本人の私が学び、心からの謝罪の上で、
行動していく使命があると強く感じています。
　帰国後は、植民地支配の暴力について一層考えるよう
になりました。長生炭鉱で見つかったご遺骨や、関東
大震災のあとデマによって虐殺された朝鮮人を追悼し
ない東京都知事、「終戦」や「戦後」といった言葉、イ
スラエルによるパレスチナ人虐殺ーー。83 年経った今
も、102 年経った今も、まだ何も終わっていないのです。
パレスチナでの虐殺は、まもなく 2 年が経とうとして
しまっています。今起こっているジェノサイドを止めら
れずに、核戦争を防ぐことができるでしょうか？ ずっ
とあり続けた不正義を見過ごしたまま、核廃絶を達成す
ることができるでしょうか？ これらは一見遠く離れた
問題のように思えますが、すべて同じ社会構造の中で起
きている地続きの問題です。誰の命が守られるべきか、
誰なら犠牲になってもよいとされるのか――その境界線
を勝手に引いてきた構造は、核兵器を正当化する世界に
も、パレスチナにも、朝鮮半島に対する眼差しにも存在
します。そして、核兵器廃絶もパレスチナ解放も、あら
ゆる差別への抵抗も、見えなくされてきたものを明らか
にし、それを支える戦争・占領・不正義の構造そのもの
を解体する闘いです。だからこそ、核なき世界を目指す
なら、虐殺を止めろ、占領をやめろ、民族浄化を許すな
という声を上げなければなりません。
　未完の戦後 80 年の今、時代や地域を超えた交差性を
見出し、市民による抵抗運動を広げていくことが、私た
ちにできることではないでしょうか。実際私はここ数年
で、地域や分野を超えた繋がりを少しずつ作ることがで
きていると感じています。原爆ドーム前でのパレスチナ
解放のためのスタンディングや、沖縄のコミュニティと
の出会い、在日の方々や朝鮮半島との繋がりは、私にとっ
て本当に大きな力であり、希望です。今まさに振りかざ
されている戦争や植民地主義・帝国主義による暴力にと
もに抗いましょう。真の「戦後」をつくるのは、私たち
市民の声と行動です。（たなか みほ）
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　「なぜ核兵器は無くならないのだろう」
　「どうしたら核兵器はなくせるのか」
　長崎で生まれ育った私は、幼い頃から被ばくの実相を
目の当たりにするうちにこれらの疑問を抱えるように
なった。そして、それらの問いの答えを探すために高校
時代から平和活動を始めてもうすぐで 10年を迎える。
　正直これらの問いの答えはまだ見つかっていない。し
かし、いつでも変わらず明らかなことは二度と核兵器
が使われてはならないということだ。そして核兵器が 1
発でもこの世界にある限り、私たちは核兵器使用のリス
クと常に隣り合わせにある。国際的な軍事バランスや核
抑止を重視する意見が一定の説得力をもって支持されて
いるが、それでもやはり核兵器はなくすべきだと考える。
何より、核兵器がない世界、そして核兵器をなくす選択
ができる世界は今よりもずっと平和なのではないかと考
える。
　では、そのために何をすべきなのか。
　私はこの 9年間、様々な取り組みを続けてきた。高
校生の時には街頭で署名を集めたり、平和公園で被爆者
と座り込みをしたりした。大学に入ってからはより政策
的なアプローチを試み、ICAN（核兵器廃絶国際キャン
ペーン）のパートナー団体を立ち上げ、核兵器禁止条約
を推進するロビー活動を行った。2022 年の締約国会議
では現地に赴き、被爆三世として廃絶の必要性を訴えた。
そのほかにも平和学習やイベントを通して、東京を拠点
に活動を展開してきた。
　しかし、いずれの活動もボランティアであったため、
大学卒業が近づくにつれ、このままでは持続できないと
痛感した。私だけでなく若い世代の多くは大学卒業、就
職を機に離れざるを得ない傾向にある。私はどうしたら
若い現役世代の人たちが平和活動を継続できる環境を
作れるか考え、ここ数年はソーシャルビジネスと言わ
れる領域での課題解決を模索している。事業の立ち上
げ、PR やマーケティングなど一見、社会運動とは対極
にあるように思っていたビジネスの手法は、話題をより
多くの人と共有していく点で非常に有効な手段であるこ
とに気づいた。そして、アクティビストの戦い方では接
することはなかったであろう比較的関心の低い層にまで
メッセージを届ける役割を担えるのではないかと考えて
いる。実際に昨年、東京大学で開催した「あたらしいげ
んばく展」では小規模かつアクセスの悪い会場であった
にも関わらず、SNS 媒体での広告費わずか 4,000 円で
1,000 人が来場した。当然ながら、私が挑戦している

領域や手法のみで課題解決を達成できるわけではなく、
様々な立場から様々な働きかけが求められるが、こうし
た流れの中で「働く」ことを通して現役世代が平和活動
に関わり続ける環境を作ることができるのではないかと
試行錯誤している。そうしてフルタイムで関わる人が増
えた時には、平和活動のバトンを被爆者の方々からしっ
かりと受け継いだ現役世代による新たな平和活動の基盤
やコミュニティが社会に築かれることを期待している。
　核兵器をなくす選択ができる社会はきっと誰も傷つけ
ないための選択を極限まで追求し、そのための努力と協
力を惜しまない社会なのではないだろうか。そんな考え
のもと、私は一貫して核兵器のない世界を求めてきた。
核兵器のない世界を目指すプロセスというのは、単に兵
器をなくすということではなく、暴力以外の方法で安全
を築く知恵を模索し続けることを指す。そして、そんな
社会では、今よりもずっと人々の人権が尊重された豊か
な平和の可能性が広がっているはずだ。
　この80年もの間、多くの専門家や政治家などの「賢い」
人々が知恵を絞り、取り組んできて未だ解決していない
課題である。言うまでもないが、そんな課題を一朝一夕
で解決できるはずがない。（それができれば世紀の大発
明である）それでも、核兵器のない世界というゴールを
手放さず、そこに向かって歩みを止めずにいたい。

（なかむら すずか）

核兵器をなくす選択ができる社会
中村涼香（NPO法人ボーダレスファウンデーション）
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［報告］8.5 国会議員討論会

北東アジア非核兵器地帯が焦点の一つに
梅林宏道（ピースデポ特別顧問）

　2025 年 8 月 5 日、「核兵器廃絶日本 NGO 連絡会」と「核
兵器をなくす日本キャンペーン」が共催して、国会議員
討論会「被爆 80 年、日本はどのように核軍縮を主導す
るか―『核兵器のない世界』に向けた転換点を作るため
に―」が広島市内で開催された。オンライン形式ではな
く対面、非公開であったが、後に録画が公開された。自
民、立憲、維新、国民、公明、共産、れいわ、社民の 8
党から議員が参加した。参政、保守も招待されたが、前
者は欠席の連絡があり、後者は無回答であったという。
司会は日本キャンペーンの浅野英男コーディネーターが
行った。
　討論は 1．2026 年の核不拡散条約（NPT）と核兵器
禁止条約（TPNW）の 2 つの再検討会議、2．北東アジ
アでの核軍縮と安全保障、という 2 つのテーマが設定
されていたが、実際には明確な区分なく進行した。
　国会議員の発言は、討論というよりも、それぞれの
意見表明の域を出るものではなかった。そんな中で、
TPNW へのオブザーバー参加の問題と北東アジア非核
兵器地帯（以下 NEA-NWFZ）への関心が、議員の発言
のなかでトップ・ツーの話題であったことが印象的で
あった。とくに後者は筆者にとって予想外の慶事であっ
たので、そのことを中心に記録に留めておきたい。
　最初に NEA-NWFZ の問題に触れたのは、斉藤鉄夫（公
明）議員であった。斉藤氏は公明党の平和創出ビジョン
に述べられた常設「北東アジア安全保障対話協力機構」
の構想のもとで 6 か国（3 ＋ 3 構想と同じ 6 か国）の
信頼醸成を図ってゆくこと、核使用と核秩序崩壊のリス
ク低減のための核兵器国協議の促進、非核兵器地帯条約
の規範性の強化などの方針を述べたうえで、北東アジ
アにおいては、まずは朝鮮半島の非核化を進め、NEA-
NWFZ 構想のを実現するため党として全力を注ぎたい
と述べた。
　ついでこのテーマに触れたのは、福島瑞穂（社民）議
員であった。福島氏は古い話と断りながら、2002 年に
社会党が土井ドクトリンを作成する際にモンゴル、韓国、
中国などを訪問し北東アジアにおける非核化と安全保障
の構想を話し合った歴史を述べ、現在もニューヨークで
同じ問題の議論が行われているので、もう一度、ASEAN
を含めアジアの国々と議論を始めたいと抱負を述べた。
　2 巡 目 の 発 言 に お い て 本 庄 知 史（ 立 憲 ） 議 員 は、
TPNW だけではなくて NEA-NWFZ 条約への言及が多
かったと指摘したうえで、旧民主党時代に長崎において
条約案を発表した取り組みを紹介した。そして、北朝鮮

の非核化の困難がしばしば指摘されるが、同国の非核化
にはディールや保証が必要であって非核地帯条約への
取り組みがその場になりうるのではないかと指摘した。
さらに核保有をしたイスラエルを抱える中東に関して、
NPT の枠組みの議論の中から非核地帯を実現するため
の国連会議が生まれ、開催されてきているという先例が
あると指摘し、日本も NPT 再検討会議で NEA-NWFZ の
議論を進めることを提案した。
　続いて櫛渕万里（れいわ）議員は、核に頼らない安
全保障への政策議論を日本で強めるべきと訴え、NEA-
NWFZ は「核の傘から非核の傘へ」と向かう政策議論で
あり、そのために既に超党派の国際議連ができていると
指摘した。韓国の国会議員が長崎での会議に参加した実
績や訪米活動などを報告し、討論会参加の議員に NEA-
NWFZ 議連への参加を呼び掛けた。
　福島議員は 2 回目の発言においても、NEA-NWFZ 実
現のために多国間、2 国間を含め各国との話し合いを強
めてゆきたいという党としての決意を述べた。
　多くの議員から非核兵器地帯に関する発言があったこ
とを反映して、ゲストであった中満泉国連事務次長（軍
縮担当）は総括発言の中で「この（北東アジア）地域で
の信頼醸成のメカニズム、そして非核兵器地帯を創って
ゆくためにどのようなオプションがあるのかについて、
ぜひ政治家の方々がイニシャチブをとって具体化して頂
きたい」と発言した。
　全体として筆者は、これまでピースデポが取り組んで
きた NEA-NWFZ 実現への努力が、想像以上に議員の問
題意識の一部になっていることを感じた。と同時に、自
民党議員の意識の低さは際立っており、日本の核政策の
宿痾がそこにあることを再認識した。

（うめばやし ひろみち）

8.5 国会議員討論会の様子（核兵器をなくす日本キャンペーンHPから）
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[ 講義録 ]　2025 年度 第 2 回「脱軍備・平和基礎講座」

核不拡散条約と核兵器禁止条約

中村桂子（長崎大学核兵器廃絶センター助教）

本稿は、今年 5 月 25 日に行われた 2025 年度第 2 回「脱軍備・平和基礎講座」の記録
をもと に編集部が抄録を作成し、講演者の校正を得たものです。二つの条約の基礎的知
識とともに、核廃絶の前に立ちふさがる「核抑止論」に対していかなるアプローチが可
能かについても分かりやすく整理していただいています。（編集部）

　私たちは、被爆 80 年の世界をこの 2 つの核問題に関
する大きな条約の枠組と共に生きています。2 本の線路
が並走しているというイメージです。1 つが NPT。も
う 1 つが核兵器禁止条約で、この 2 本の先には、今の
ところ少し遠い先になるかもしれませんが、核兵器のな
い世界があって、この両方をうまく走らせていくことで
私たちが前に進んでいくことができる、そういうイメー
ジを持っていただければと思います。私たちがこの旅
の今どこにいるのかというところから確認をしていき
たいと思います。
　今年は被爆 80 年という節目の大変重要な年ですが、
実は来年 2026 年、この 2 つの条約に関して非常に重
要な年を迎えます。NPT に関しては、少しコロナの影
響等でサイクルがずれたりしてるのですが、原則 5 年
ごとに開催される再検討会議というのが来年の 4 月か
ら 5 月にかけてニューヨークで開かれます。核兵器禁
止条約に関しては 2 年ごとに締約国会議というのが開
かれるのですが、併せて発効から 5 年後に 1 回、その

後は 6 年に 1 度再検討会議が開かれます。2025 年 3
月に 3 回目の締約国会議が開かれて、それが来年の 11
月から 12 月にかけて開かれる第 1 回目の再検討会議に
向けた最後の締約国会議という位置付けになります。
　核軍縮がこれから先どのように進んでいくかを見て
いく上で、この 2 つの会議の成果が非常に重要になっ
てきます。今、国際社会が非常に厳しい状況にあります。
つい先日の、アメリカによるイラン攻撃は、NPT の次
の再検討会議にも非常に暗い影を落としたと思います。
加えて、現在アメリカとロシアの間に残っている最後
の核軍縮に関する二国間条約である新 START 条約が来
年 2 月に期限切れ失効を迎えます。そうすると 1970
年代以降で初めて、最も多く弾頭を持っている 2 大国
を核兵器に関して縛る条約がなくなってしまうとこと
になります。こうした状況の中でもし NPT の会議がう
まくいかなくなったら、そして核兵器禁止条約がある
種の歯止めとして機能しなかったら我々どうなってい
くのかという大きな瀬戸際にあると思います。

　NPT は、半世紀以上世界に存在しています。国連加
盟国のほとんどが NPT に入っています。最初から枠の
外にいるのが、核を持っているインド、パキスタン、イ
スラエルです。南スーダンは比較的新しい国なので、ま
だ入っていません。NPT に署名・批准をして正式に入っ
ていましたが、脱退宣告をして核保有に進んだ国が北朝
鮮です。
　NPT は条約に入っている国を 2 つのカテゴリーで分
けています。1 つが核兵器国。NPT ができた時にすでに
核実験を行って核保有をしていた 5 つの国、アメリカ、
ロシア、イギリス、フランス、中国です。成立当時はロ

シアではなくソ連でした。国連の安全保障理事会の常任
理事国と重なります。残りの国々を非核兵器国と呼びま
す。
　この 2 つのカテゴリーの国々がそれぞれ異なる義務
を持っています。NPT を説明する時によく 3 つの柱と
いうものが出てきます。まず NPT の名前の通り核不拡
散です。5 つの核兵器国以外に核を持っている国を拡
げていかないという意味での不拡散です。では、この
5 つの国は永遠に NPT の下で核を持って良いのかと言
うとそうではないというのが 2 本目の柱の核軍縮です。
軍縮という言葉の元は英語のディスアーマメントです

NPT（核不拡散条約）とは
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が、日本語では、10 個あるものを 9 とか 8 に減らした
ら軍縮だというイメージがあります。しかし、英語のディ
スアーマメントはもう少し強いニュアンスです。核武装
撤廃に向かって着実に進んでいくということが核軍縮の
意味になります。
　3 番目の柱が原子力の平和利用です。まず浮かぶのが
原発ですが、他にレントゲンや癌治療のような医療用の
核エネルギー利用があります。さらに殺菌とか食料増産
とか、ちょっと驚くような利用法で核エネルギーが使わ
れています。NPT で非核兵器国は核兵器を作ることは
禁止されていますが、平和利用は推進されています。た
だ、核兵器と原発は、技術的な根っこは同じものなので、
技術を持った国がこっそりと核兵器の製造に向かってい
かないよう歯止めをかける役割も NPT で決められてい
ます。それが、国際原子力機関（IAEA）による国際査
察です。
　この条約を作った時に 5 つの核兵器国は核廃絶に向
かって誠実に努力をすることを約束しています。同時に
非核兵器国は、核兵器国が核軍縮を行うという条件の下
で、核兵器を作らず、査察を受けることを約束していま
す。そういう相互の了解の下で作られている条約です。
では、この約束が守られているかというと、3 本柱の中

の核不拡散は、そこそこ機能してきました。NPT がで
きる前は今後核を持つ国は 20 も 30 も増えていくとい
う予測もありました。NPT があったおかげで、良くも
悪くも核兵器を持つ国は、今現在で 9 か国にとどまっ
ているとも言えます。
　しかし、もう 1 つの柱であった核軍縮の方は進んで
いません。冷戦時代の核弾頭が 7 万発あった時代から
減らしてきたのだと 5 つの国は言いますが、今世界は
軍拡に向かっています。数の面だけではなく、老朽化し
た核弾頭をグレードアップして今後 30 年も 50 年も 70
年も、より能力の高い核兵器を持ち続けていくような状
況に着々と各国が進んでいます。ですから、5 つの国が
誠実に核軍縮に向かっているとは到底言えません。そう
した中で核を持たない国々の不満が溜まりに溜まってい
ます。
　大事なことは、では NPT はいらないということでは
ないということです。この 5 つの国に核兵器をゼロに
するためにしっかり努力せよと義務づけた国際条約とい
うのは NPT しかありません。ですので、この NPT の価
値が薄れたわけではありません。ただ、この NPT の下
で核を持っている国々が心を入れ替えて頑張るのを待っ
ていたら世界は変わりません。

核兵器禁止条約（TPNW) って どんな条約？
　NPT を支えつつ、さらに新しい核軍縮への追い風を
作っていくにはどうしたらいいかということで知恵を絞
り努力を重ねた結果できたのが核兵器禁止条約です。核
兵器の開発、保有、使用あるいは使用の威嚇といった核
に関することをことごとく禁止した極めて画期的な条約
です。2017 年に、国連で加盟国の大体 6 割の賛成の下、
採択され、2021 年に発効しました。核兵器禁止条約の
締約国は、現在 73 カ国です。国連加盟国の半数にも達
していないということになります。聞き慣れない言葉か
もしれませんが、条約にたくさんの国が入っていくこと
を普遍化と言います。核兵器禁止条約は、まだこの普遍

化というところで大きな課題があります。この写真は採
択の瞬間ですが、ここに写っている国はすべて核を持た
ない国々です。核を持つ国は条約に参加をしていません。
日本を含めた核の傘の下の国も入っていない現状があり
ます。

１）人道アプローチ
　これまで核に関する国際条約は基本的に力の強い核を
持つ国々が大きな声を出して自分たちの都合のいいかた
ちで国際的な議論を動かしてきたという面があります。
しかし核兵器禁止条約に関して中心になったのは核を持

国連総会で核兵器禁止条約が採択された瞬間（ニューヨーク国連本部、2017 年 7月、講師撮影）
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たない国々でした。例えば核実験の被害にあった太平洋
の島々など、これまで核関連の国際的な場では大きな声
を出してこなかった国が前面に立って、この条約を作っ
てきました。そうした国とタッグを組んできたのが市民
社会です。ICAN という国際的な NGO ネットワークが、
世界の声として関わってきました。
　核兵器禁止条約に関して、理想としては素晴らしいが、
核を持っている国が入っていないのだったらそれらの国
を縛れないわけだから意味がないという批判を聞くこと
があります。日本政府もそういうことを言っています。
しかし、それはこの核兵器禁止条約の成り立ちを考える
と的外れな批判です。元々この条約を作る時に旗振り役
となっていた国々、例えばオーストリア、南アフリカ、
ニュージーランド、アイルランド、それからブラジル、
コスタリカといった国々は核を持つ国やそれから核の傘
の下の国がすんなり入ってくるとは思っていません。時
間も努力も必要だと理解した上で、条約を作ることに
よって世界の核兵器に対する考え方や価値観が大きく変
わっていくことを期待したわけです。
　それまで長らく核兵器に関する議論は、核兵器は国を
守るのに役に立つ兵器であるが、それが拡がって核戦争
になってしまったら大変なので、コントロールしないと
いけないというものでした。これを軍備管理・安全保障
アプローチと言います。こんな考え方に基づいていた
ら、永遠に核はなくなりません。従って、まずは条約で
禁止し、それから廃絶に向かおうとしたわけです。この
流れを作ることに動いた国々は人道アプローチを取りま
した。核兵器が使われたら人間、社会、環境に何がもた
らされるのかという点に光を当てることで世界の支持を
得てきました。
　これまでに様々な非人道兵器に対する禁止条約が作ら
れています。例えば対人地雷禁止条約が 97 年に作られ
ました。核兵器禁止条約のモデルとなったもので、カナ
ダが中心でしたが、推進しようとしている国々と市民社
会がタッグを組んで進めました。対人地雷禁止条約に関
しては現在でもアメリカが入っていません。つまり条約
というのは最初から完璧なものではありません。

　しかし、対人地雷条約ができてから、実はアメリカ国
内で対人地雷を作って途上国に売っていた企業が地雷を
作るのをやめました。国は条約に入ってないので国から
の圧力はありません。では何かと言えば世の中の視線で
す。つまりこうした非人道的な兵器を作っている企業を
許していいのかという声が高まると人々の行動や企業の
行動に影響を与えていきます。それが願わくば、やがて
政府の方針にも影響を与えていくというわけです。核兵
器禁止条約には核を持っている国が入ってないのだから
意味がないという意見が的外れであることが、お分かり
いただけると思います。

２）世界の根本治療をめざす
　核兵器禁止条約は、被爆者、核実験被害者の、核被爆
者という言葉が登場する初めての国際条約です。ローマ
字表記の HIBAKUSHA が条約の前文に 2 回登場します。
1 回は被爆者および核実験被害者の耐えがたい苦難への
言及です。もう 1 つは被爆者が核兵器廃絶のために国
際的に努力をしてきたことが賞賛されています。これが
昨年のノーベル平和賞にも繋がっていきます。
　この条約によって核抑止に依存する国に圧力をかける
ことがどこまで成功しているかというと、評価が分かれ
ると思います。しかし、核兵器禁止条約が世界の流れ、
人々の考え方に影響を与えているのは事実だと思いま
す。例えば国の政策は直接変わらなくても自治体レベル
で声が上がっています。アメリカのカリフォルニア州で
の決議など、核を持っている国の中でも自治体レベルで
声がたくさん上がってきています。それから、銀行など
金融機関が核兵器を製造している企業に対してお金を貸
さないという動きも、禁止条約の成立以降、より強く、
とりわけ欧米各国の中で進んでいます。
　核兵器の被害者に対する援助、それから核で汚染され
た環境の修復について条約の第 6 条、7 条に書かれてい
ます。これは国際条約で初めて規定された点です。核実
験の被害は本当に知られていません。例えば長崎でも平
和学習の中で核実験に関連して出てくるのは第五福竜丸
事件で日本人が被害にあったという観点だけです。世界
でこれまで 2000 回以上行われた核実験の 1 つとして
ブラボー核実験があったという位置づけではありませ
ん。核実験がまさに現在進行中の大きな問題だという視
点が抜けてしまっています。
　 核 実 験 が ど こ で 行 わ れ て き た の か と い う こ と が
非 常 に 重 要 で す。 そ れ は 例 え ば 植 民 地 下 に 置 か れ
た 地 域 で あ っ た り、 自 国 の 中 で も 少 数 民 族 や 先 住
民 族 が 住 ん で い た よ う な 地 域 で し た。 左 の 写 真 は
ビ キ ニ 環 礁 か ら こ の 核 実 験 施 設 の 建 設 の た め に 移
住 を 強 制 さ せ ら れ た 人 々 で す。 移 住 し て 健 康 被 害
に遭わなかったらいいじゃないかという話では全くな
く、伝統的な生活が破壊される、コミュニティが破壊さ核実験施設建設のために強制退去を強いられるビキニ島住民（1946年）
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れる、福島を想像していただいたら分かるようにこれは
本当に大きな暴力です。
　核兵器禁止条約は核関連の条約の中で初めてジェン
ダーの観点を明記した条約になります。2 つのことが書
かれています。まず 1 つ目は、核兵器の被害に関して
女性・女児が被る不平等性です。それは身体的な被害だ
けではなくて、社会的な差別も含みます。長崎で被爆証
言などのデータを集めていて明らかなのは、例えば結婚
や就職、あるいは子どもを持つことに対しての様々な差
別や偏見が圧倒的に女性に対して大きな苦しみを与えて
いるということです。だから核兵器の被害を考える時に
はジェンダー的な観点を忘れてはいけないのです。もう
1 つの点は、核兵器に関する政策決定で女性が自分たち

の主張を十分にできていないという点です。意思決定へ
の女性の参画は 1960 年代、70 年代、80 年代に比べた
ら改善されてきたところもありますが、日本の政治家や
外交官の男女比については言うまでもなく、核兵器の議
論の中での女性のレプリゼンテーションは世界的にもま
だまだ圧倒的に少ないのです。
　核兵器禁止条約は単に核兵器をなくせと言っているだ
けではなく、もっと根本的に核兵器を存在させてしまっ
ている社会のあり方を変えようとしている条約です。国
の安全保障ではなく 1 人 1 人を尊重し、権利を認め、
光を当て、そして誰しもが発言できる力を発揮できる社
会にしていくという理念のもとで作られているのです。

両条約をめぐって、いま何が起きている？
　核兵器使用をちらつかせている国、そして核兵器使用
に関する方針を露骨に変える国々がある中で、この条約
を巡る議論が厳しいところにあるのは事実です。朝鮮半
島、それから台湾海峡、いろいろなところで火種がくす
ぶっています。ウクライナでもガザでも戦争が終わって
いません。そしてイスラエルとイランの問題、アメリカ
のイランへの核施設攻撃がありました。それからインド、
パキスタンの対立が少し前に激化したことがありまし
た。核兵器使用のリスクが高まったと言われますが、核
使用のリスク自体は新しい話ではありません。しかし現
在、桁違いのリアルさで核兵器が実際に使われるかもし
れない瀬戸際にあるということが、国際社会の共通認識
だと思います。

１）NPT準備委員会・再検討会議
　NPT は 5 年間のサイクルを基本に動いています。再
検討会議でより良い議論をしていくための準備というこ
とで途中に 3 回準備委員会が開かれます。直近で言え
ば 2022 年に再検討会議が行われました。そして 23 年
に第 1 回目の準備会議、24 年に第 2 回、2025 年に 3
回目で次 2026 年が本番の再検討会議ということになり
ます。
　長期のスパンで見ると、1975 年に第 1 回目の再検討
会議が始まりました。この再検討会議では合意文書を作
ることを目指すことになります。つまり NPT に入って
いる国々が集まってそこで全会一致、つまりコンセンサ
スを作る。具体的にこれから私たちはこれをやりますと
いう約束ごとを作っていくわけです。
　この全会一致コンセンサスというのは本当に難しい。
1 つの国でも 1 文字にでも反対をしたらもうそれで 1
か月近くしてきた議論がチャラになってしまいます。こ
れまで全ての再検討会議で合意ができてきたわけでは全
くなくて、直近で言うと 95 年に NPT にとってとても
重要な会議があり、ここで合意ができました。なぜ 95

年が重要かと言うと、元々条約の中には、できてから
25 年経ったら、この先続けるか、それとも全く別の条
約を作るのか、そこで一度考えましょうということが決
まっていました。1970 年に条約ができたので 95 年が
25 年目だったわけです。結論から言うと無期限で延長
することが決まりました。
　NPT は元々不平等で、核を持ってない国に対しては
厳しいけど、持っている国に対しては甘いという批判が
あったため、延長に合意をする見返りにしっかり核軍縮
義務を履行するという合意がなされたわけです。
　2000 年の再検討会議でも合意ができました。ただ次
の 2005 年は、9.11 の後のブッシュ政権の時代で採択
できませんでした。オバマ時代の 2010 年再検討会議は
核兵器のない世界に向かって頑張ろうという気分が生ま
れた時で合意ができました。実はこれが今のところの最
後の全会一致の合意が成功した例です。2015 年再検討
会議は失敗しました。そして前回 2022 年もまたできま
せんでした。
　今度この 2026 年で三たび合意ができなければ 2010
年以降ですから本当 20 年近く具体的な進展がないこと
になります。2 回連続で再検討会議がうまくいかなかっ
たということも史上初だったのですが、もし 3 回連続
で合意ができないということになれば、NPT そのもの
に対する信頼を失わせてしまうことになるのではないか
と危惧をしています。では今、前向きな材料があるかと
言ったら、残念ながらむしろ後ろ向きの材料ばかり見え
てくるわけです。傷口に塩みたいな感じになったのがア
メリカによるイラン攻撃だと思っています。断定的なこ
とは言いませんが、極めて NPT の合意が難しいところ
に来たと思っています。

２）核兵器禁止条約の締約国会議
　核兵器禁止条約では、2025 年 3 月に 3 回目の締約国
会議がありました。NPT の会議は、核を持っている国、
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私たちの課題は？

持たない国を含めあらゆる意見の異なる国々が集まる場
ですが、核兵器禁止条約の締約国会議は、言ってみれば
身内というか仲間内です。基本的には同じところを目指
す国々が核兵器禁止条約に入っているので、中での激し
い対立というものはありません。裏を返して言えば、内
輪の盛り上がりにならずにどうやったら核兵器禁止条約
の締約国会議の中で合意されたようなものを外に広げて
いくかというのが大きな課題になります。
　そのための戦略は、理論を科学的客観的なデータや証
拠でしっかり肉付けして説得力を持たせることです。こ
のことを核兵器禁止条約を作っていく過程および締約国
会議を通じて行っています。
　1 回目の締約国会議は 2022 年 6 月にウイーンであり
ました。オーストリアのクメントさんが旗振り役でずっ
とやってきました。そこではこれからどうやって核兵器
禁止条約が前に進んでいくのかというロードマップとし
てウイーン行動計画が作られました。そこで 2 年ごと
の締約国会議と次の会議までの間に継続して議論を行っ
ていく仕組みが作られました。外交交渉とか国家間の会
議ではほとんど情報が出てきません。NPT はずっとそ
んな感じです。しかし核兵器禁止条約の締約国会議は市
民社会の関係者も入り、また被害者・当事者の声も入り、
そして議論の経過が記録として市民社会に示されます。

そのように透明性の高い議論が続けられてきています。
この会議で作られた科学諮問グループは、15 人の科学
者で構成されています。核兵器の問題を考えていくため
に科学的知見でエビデンスを積み重ねていこうというこ
とで動きだしています。
　第 2 回目の締約国会議は 2023 年 11 月に開かれまし
た。ここでは、オーストリアの主導で、核抑止にどんな
リスクがあるのかについて洗い出すことを目的にした協
議プロセスができました。より確固たる証拠を持って、
核兵器に頼ることは人類を滅ぼすリスクをはらむこと、
核は極めて不確実で不安定であり、人間に対する根本的
な脅威であり合理的な安全保障政策ではないことが強く
訴えられました。
　昨年、国連総会の決定として核戦争の影響に関する科
学パネルを設置することが決まりました。これは核兵器
禁止条約の締約国会議の中からの働きかけに基づいてい
ます。核戦争が一体起きてしまったら、物理的な健康被
害だけではなくて、環境、農業、生態系といったところ
まで含めどんな被害があるかということを包括的に示
す、こうした努力の積み重ねが、核兵器禁止条約の話と
相まって広く私たちの社会をパラダイムシフトに導いて
いく材料になっていくのではないかと思います。

　日本の若い人たちは核の非人道性というとこはある程
度理解はしています。ただ、核兵器が抑止力として機能
していることは否定できないのではないかという議論が
圧倒的多数派を占めています。核の悲惨さはわかるが、
現状を考えたら核の傘に頼るしかないと口を揃えて言
う。ここをどうやって崩していくのかが大きな課題だと
思います。
　3 つの議論が有効だと思っています。まずは核兵器は
存在する限り使われるという、いわゆる不確実性の問題
です。つまり、抑止論、特に日本で一般的な、核の傘が
なかったら危ないのではないかという議論の根っこに何
があるかと言うと、核の傘が盤石でシールドのように私
たちを守っているという考えです。もしそれがボロボロ
の破れ傘だったら議論は変わってきます。いやこれはボ
ロボロの傘なんですよということを科学的知見に裏打ち
されて示していくことで議論が根本から変わっていくの
ではないかと思います。
　次のポイントは、核兵器は存在するだけで被害を生む
ということです。多くの人が核兵器はけしからんと言う
とき、核兵器の使用による被害を考えていると思いま
す。実は私たちがこれまで歴史上積み重ねて知っている
ことは、核兵器は存在しているだけですでに被害を生ん
でいるということです。核実験はもちろんですが、それ
こそウラン採掘の現場から始まってあらゆる核兵器を開

発し製造し保有している段階において様々な取り返しの
つかない被害を生んできています。この存在しているだ
けで悪なのだという話は日本の中でも十分に議論されて
いないと思います。だからこそ持っているだけだったら
いいじゃないかという論が強いのです。そういうところ
をしっかり打ち崩していくことが必要と思っています。
　そして最後、核に依存しない安全保障を追求できると
いうこと。実は、次回のこの講座で梅林さんが核に依
存しない安全保障を作っていく具体的な話をされます

（※）。この 3 つが今、日本の中で特に欠けている議論
だと私は思っています。
　被爆者の声、それから核実験被害について、もっと伝
えていくことは必要です。ただそこでは十分に議論の中
に含めてこれていない点があります。核抑止というもの
がどれほど不安定不確実で危いリスクを私たちにもたら
しているのかという点。そして核兵器が存在するだけで
被害をすでに生んでいるという不正義の問題があるとい
う点。これを核兵器禁止条約と NPT の議論を通じて強
化していくことができると思います。そしてこの 3 番
目の別のオルタナティブな道もあるのだというところを
しっかり根付かせていくと日本社会に大きな変化が生ま
れるのではないかと考えています。（なかむら けいこ）

※ 第３回「脱軍備・平和基礎講座：脱・核の傘—北東アジア
非核兵器地帯」（講師：梅林宏道、2025 年 7 月 26 日開催）
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イベント企画立案メンバーの５人、上段中央が筆者

　こんにちは！核兵器をなくす日本キャンペーンボラン
ティアの中島優希と申します。東京都江東区に住んでい
ます。今年から新社会人として会社勤めをする傍らで、
ライフワークとして戦争と核兵器をなくすために市民社
会活動をしています。
　最近、「日本キャンペーンのユースをもっと動かして
いきたい！」と事務局スタッフの浅野英男さんと話すよ
うになりました。日本キャンペーンは若い仲間が増えて
きた分、若手メンバーが「日本キャンペーンって楽し
い！」と思ってくれる場の提供が課題でした。
　そんな中で、僕が所属しているもう一つの市民団体「共
創みらい塾」と日本キャンペーン youth が主体で、8 月
31 日（日）東京都飯田橋にてイベントを開催すること
ができました。
　企画立案チームは、大学生の日本キャンペーンメン
バー 3 人と浅野英男さん、そして中島優希という、若
手 5 人で構成しました。
　イベントのテーマは「平和へのはじめの一歩」です。
現在世界で起こっている戦争を自分ごととして捉えて終
わるのではなく、そこから一歩踏み出してアクションを
踏み出すにはどうすれば良いのかを考えたいという思い
から決定しました。
　登壇者は、戦争経験者の２人を除いて、８人の若手に
ご登壇いただきました。前座を含め約２時間 30 分のイ
ベントでしたが、とてもボリューム満点でした。詳しく
は、共創みらい塾のインスタグラムをご覧ください。
　イベントを開催しての感想は、２つあります。
　１つ目は、イベントを主催するのはとても大変だなと
感じました。本格的な準備は 7 月から始めたのですが、
学生は期末テストがあったり、日本キャンペーンとして
も 8.6 と 8.9 関連のイベントがあったりと、全員が多忙
な中でした。そんな中で、朝早くや夜遅くなど全員が参
加できる貴重な時間を見つけてオンライン討議し、イベ
ントのシナリオを作り上げました。また、当日も若手が
主体となって、会場設営からイベントが終わるまでを進
行表通りに失敗することなく終えられるのかという不安
がありました。しかし、日本キャンペーンと共創みらい
塾の当日運営メンバーがテキパキと互いに連携し合いな
がら動いてくれたおかげで、滞りなく最後までやり切る
ことができました。とても不安で苦労した分、終わって
みると達成感が大きかったです。しかし、イベントのプ

ログラムが盛り沢山すぎて、もっと１つ１つのプログラ
ムに時間を割いて内容を深められたら良かったなという
意見もありました。
　２つ目は、日本キャンペーンの若者が主体でイベント
をできたことが嬉しかったです。僕は 2 年前に日本キャ
ンペーンボランティアに参加しました。その時は、まだ
胸を張って「若者」を言い張れました。しかし、僕は今
月で国連が定める若者の年齢からオーバーしてしまいま
す。そんな節目を迎えるからこそ、まだまだ若者の大学
生のメンバーが熱心に今回のイベントに携わってくれた
ことがとても嬉しいです。そして、これからの日本キャ
ンペーンが更に楽しみになりました。今回のイベントで
企画・運営した５人が中心となって、若手メンバーをま
とめていければ良いなと考えています。核兵器をなくす
日本キャンペーンの若手の頑張りを暖かく見守っていた
だけると幸いです。
　課題こそあったものの、「超世代」（17 歳から 93 歳
まで）・「超地域」（東京・沖縄・福岡・広島・長崎）の
登壇者が戦後 80 年を語り合い、そして 70 人の来場者
で「平和のアクションとは？」について真剣に語り合い、
新しい縁を広げていただけたということで、8 月の締め
くくりに相応しい素晴らしいイベントになりました。
　結びに、僕の地元江東区は 1945 年３月 10 日の東京
大空襲で大きな被害を受けました。民間人を狙った「無
差別爆撃」はウクライナやガザで今もなお続いています。
この無差別爆撃という観点で見ると、東京大空襲と広島・
長崎の原爆は共通しています。したがって、無差別爆撃
をタブー化することが、核のタブーを強靭化する手助け
になるのではないかと考えています。現在、僕は「東京
大空襲・戦災資料センター」でガイドボランティアをし
ているので、東京大空襲をはじめとした無差別爆撃の歴
史を風化させないために、地元から空襲の実相を語り継
ぐ活動を続けていきます！　（なかじま ゆうき）

日本キャンペーン youth 主体でのイベント開催
――新社会人、ライフワークとしての挑戦

中島優希（核兵器をなくす日本キャンペーンボランティア）

 《ユース・ムーブメント～核兵器をなくす私たちの取り組み》第 8 回
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米韓、合同軍事演習を繰り返すも、対話を求め
る姿勢を強調
　2025 年 8 月 18 日、米韓は、朝鮮半島有事を想定し
た大規模な合同軍事演習「ウルチ・フリーダム・シー
ルド（自由の盾）」を 28 日までの日程で開始した。韓
国軍からは過去と同水準の約 1 万 8 千人が参加したが、
約 40 件の野外機動訓練のうち、ほぼ半数を 9 月に延期
した。北朝鮮との対話再開を目指す李政権が、北朝鮮が
強く反発している点を考慮したとみられる。
　一方、金

キム・ジョンウン

正恩総書記は演習が始まった 18 日に南浦造
船所で 5000 トン級新型駆逐艦「崔

チェ・ヒョン

賢」の武装システム
の運用試験を視察し、その場で「米韓合同軍事演習は、
DPRK に最も敵対的であろうとする自らの意思を示すも
の」と非難した。それでも北朝鮮は、8 月 23 日に新型
地対空ミサイル２発の発射実験をした程度で、大きな反
応は示していない。
　さらに米韓は、9 月 15 日からソウル南方・平沢の米
軍基地キャンプ・ハンフリーで、米軍の核戦力と韓国の
通常戦力を統合運用する机上演習「アイアンメイス」を
19 日まで行った。これに合わせ日米韓は、済州島南東

の公海上で 3 か国共同海上演習「フリーダム・エッジ」
を行った。これらに対し金与正党副部長は、9 月 14 日
の朝鮮中央通信で「前の政権が行った危険な『構想』を
現政権が実行するなら対決政策の『継承』と理解する」
と韓米及び日米韓共同演習を非難する談話を発表した。
　8 月の米韓演習のさなか、韓国の李

イ・ジェミョン

在明大統領は日米
を相次いで訪問した。8 月 23 日、東京での日韓首脳会
談で、北朝鮮の核・ミサイルの脅威に対応して日米韓が
協力し、「朝鮮半島の完全な非核化」をめざすことを再
確認した。8 月 25 日にはワシントンでの米韓首脳会談
で、トランプ大統領は年内に金正恩総書記と会いたいと
意志表明した。李在明大統領は、トランプ大統領と金正
恩総書記との会談を支持し、朝鮮半島に「新たな平和の
道」を開くことを期待すると語った。米韓は従来からの
定例的な米韓合同演習を繰り返しながらも、北朝鮮との
対話再開とその先に朝鮮半島の非核化と平和構築をめざ
す姿勢を強調している。（湯浅）

トピックス

殺傷能力をもつ兵器を満載した「もがみ」型護
衛艦、オーストラリアへ輸出
　8 月 5 日、オーストラリア政府は海軍新型艦の最有力
候補として「もがみ」型を選択したことを発表した。オー
ストラリアのマールズ国防相は、「ステルス性が高く多
くのミサイルを搭載でき、高性能レーダー、ソナーを備
えている点を評価」したと報道されている。
　防衛装備庁の資料によれば、競合相手となったドイ
ツ、韓国、スペインが、いずれも艦艇に搭載する垂直発
射装置 (VLS) のセル数を 16 個と提案したが、日本だけ
が 32 個、つまり倍のミサイルを搭載できる艦艇を提案
していた。これはおそらく中国海軍の主力フリゲート艦

「江凱Ⅱ型」が 32 セルであることを意識したものであ
ろう。ミサイル、魚雷、そして機雷まで、高い殺傷能力
をもつ兵器を満載した艦艇が「共同開発」としてオース
トラリアへ輸出されようとしている。正式契約は 2026
年 1 月の予定である。
　9 月 5 日、日豪外務防衛省協議が開催された。その共
同声明はあまりに具体的である。「三菱重工業の「もが
み」型護衛艦の能力向上型が、豪州の次期汎用フリゲー

トの優先プラットホームとして選定されたことを強調し
た。これは、日豪間で過去最大規模となる防衛産業協力
の重要な結節であると確認した」と明記。日豪部隊間協
力円滑化協定 (RAA) についても、「RAA の下で 40 件以
上の活動が実施されている」と指摘し、オーストラリア
で実施された大規模演習「タリスマンセイバー 25」に
自衛隊が過去最大規模の 1500 名参加したこと、日本で
の日米合同演習「オリエント・シールド」にオースト
ラリア軍の 1 個歩兵中隊が初めて参加したこと、9 月 1
日付けで自衛隊の統合作戦司令部にオーストラリアの連
絡官が着任したことも明記した。そして今後の課題とし
て、「地域プレゼンス派遣の一環としてオーストラリア
海軍艦艇「ブリスベン」が、日本の港湾において初めて
のメンテナンス支援を受ける可能性を模索する計画」と
明記されている。すでに米海軍の艦艇の修理で実績をも
つ、三菱重工横浜製作所などの企業が受注獲得へ動き出
すだろう。日本とオーストラリアの軍事協力は、さまざ
まな分野に拡大していこうとしている。( 木元 )
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　2025 年 8 月 15 日、アラスカ州アンカレッジでロシ
アによるウクライナ侵攻後、初めて米ロ首脳会談が対面
で行われた。米ロ両政府は会談の具体的な内容を明らか
にしていないが、関係者の証言などから一部が伝わって
いる。報道によると、会談後にワシントンへ戻る米政府
専用機の中で、トランプ大統領はゼレンスキー大統領と
約 1 時間、その後、英・仏・独・伊・フィンランドの首脳、
EU 委員長、NATO 事務総長と約 30 分電話で協議した。
その協議で、米ロ首脳会談に同席した米国のウィトコフ
特使が、プーチン大統領は領土の交換を条件に戦争を終
わらせ、ウクライナや他国へのさらなる攻撃は行わない
と約束する意思があるとの印象を持ったと述べた。
　一方、プーチン大統領は、8 月 15 日の記者会見で、
戦争を終結させるには紛争の根本原因を取り除き、ロシ
アの懸念を考慮し、公平な安全保障のバランスを回復す
る必要があると主張した。ロシアはこれまで紛争の根本
原因として、ウクライナの NATO 加盟に向けた動きや、
同国のロシア系住民に対する差別を挙げてきた。
　8 月 17 日、ウィトコフ特使は CNN の番組で、米ロ
首脳会談でウクライナに対する安全の保証が議論され、
NATO と別の枠組みで米欧が安全を保証する用意があ
り、ロシア側もそれに同意したと語った。プーチン大統
領も、9 月 1 日、米ロ首脳会談で戦争終結について一定

の了解を得られたとし、「その方向に進めばウクライナ
に平和が訪れる」と述べた。
　8 月 18 日、ゼレンスキー大統領や欧州首脳がワシン
トンに集まり、トランプ大統領と対面会談を行った。こ
こでは、プーチンとゼレンスキーによる直接会談や、ト
ランプを交えた 3 者会談の可能性が検討された。会談中、
トランプはプーチンに直接電話して意向を確認した。こ
の会談で米欧首脳はウクライナに対する安全の保証につ
いては「欧州が主要な負担を担い、米国が支援する」と
いう原則で一致し、欧州諸国が計画を立案することと
なった。
　一連の流れを受け、8 月 19 日に英仏独が、9 月 4 日
には英仏がそれぞれウクライナ支援に関する有志国首脳
会合を主催した。両会合には石破首相が出席。9 月 4 日
の会合後、マクロン仏大統領は参加国 35 か国中 26 か
国が停戦後のウクライナへの部隊派遣を約束したと発表
した。これに対し、林官房長官は自衛隊の派遣を否定
し、石破首相は復興支援を中心とする方針を改めて表明
した。
　ウクライナ和平への動きが具体化していることは歓迎
すべきである。しかし、ウクライナの意見を尊重し、国
際法に則った和平の実現に至るまでの道のりは険しい。
今後も難しい交渉が続くものと見られる。（渡辺）

アンカレッジで米ロ首脳会談
――ウクライナ戦争終結へ向けた調整始まる

サイバーテック東京 2025 とイスラエルの戦争経済
　2025 年 9 月 4 日、東京のホテルニューオータニでサ
イバーテック東京 2025 というイベントが、経産省およ
び内閣に設置されているサイバーセキュリティ戦略本部
の後援で開催された。主催は同イベント実行委員会と
なっているが、協賛として、イスラエル経済産業省やイ
スラエル国家サイバー局が名前を連ね、関連イベントも
含めて約 40 名の海外スピーカーのほぼ半数をイスラエ
ルの政治家とビジネスマンが占めていることから、同
国主導のイベントと考えて良い。スピーカーの中には、
ソフトバンクのイスラエル代表で元モサド長官のヨシ・
コーヘンや、事前の告知には含まれていなかったが、同
時期に来日していたニール・バルカト経済産業相もいた。
　東京でのイベントに先立って 9 月 2 日には、大阪の
リーガロイヤルホテルでも同様のビジネスフォーラムが
行われた。ガザにおけるジェノサイド作戦が続き、イス
ラエルに対する制裁が国際的に議論される中、イスラエ
ル軍と緊密な関係にある同国のサイバーセキュリティ関
係者が多く参加するイベントを政府の後援の下で行うと
いうことは、極めて挑戦的な動きといえる。それぞれの

会場で抗議行動が取り組まれ、大阪では延べ 100 名以
上、東京では約 200 名が、事実上ジェノサイドを後押
しすることとなるイベントに対し怒りの声を上げた。
　サイバーテックは 2014 年からテルアビブでほぼ毎
年開催され、イスラエル外では、東京以外にローマや
ニューヨーク、ドバイなどで定期開催されている。東京
ではこれまで 2017 年から 19 年にかけて 3 回開催され
ており今回 6 年振りの開催となる。今回注目されるの
は、ガザ北方の港の運営を行うアシュドッド港湾会社が
主催するセッションが行われていることである。これは、
2023 年 3 月に、サイバーセキュリティ基本法が定める

「重要インフラ分野」に「港湾」が追加されたことと関わっ
ており、戦争ビジネスのグローバル化がここにも表れて
いる。ハイテク分野はイスラエルの GDP の 20％、総輸
出の 53% を占める旗艦産業であり、2024 年のこの分
野の GDP 成長率は 2.2%、他分野が軒並みマイナス成長
であるのを埋め合わせる格好となっている。この分野の
成長が戦争・植民地支配と相互補完的な関係にあること
を如実に示している。（役重）
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米のイラン核施設空爆にIAEAを思う（上）第56回
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　2025 年 6 月、イスラエルと米国が、そ
れぞれにイランの核施設を空爆した。この
無法行為に対して、国際社会はほとんど何
もできていない。日本政府も、中国に対し
ては「力による現状変更」を繰り返し批判
するが、米国のこの「力による現状変更」
を批判しない。
　今回の出来事が国連システムの弱さを露
呈していることは、すでに多くの人が考え
ていることであろう。安保理常任理事国で
あり核兵器大国であるロシアによるウクラ
イナ侵攻に続いて、今度はもう一つの安保
理常任理事国の超核大国・米国が、国連シ
ステムを真っ向から否定する侵略行為を行
った。多くの指摘があるように、国家主権
の侵害であること、差し迫った脅威がない
段階における予防攻撃であること、安保理
の協議を経ないことなど、どの側面からみ
ても、今回の米国のイラン空爆は国連憲章
を含む国際法違反の戦争行為であった。国
際平和の維持のために特権的地位をもつ安
保理常任理事国による国連システムへの致
命的な破壊行為と言ってよい。
　今回、イスラエルが 6 月 13 日に戦闘機
やドローンによる空爆「立ち上がるライオ
ン」作戦を開始してから、米国が 6 月 22
日未明（現地時間）に「ミッドナイト・ハ
ンマー」作戦を行うまで、9 日間の時間の
経過があり、その間に国連機関による対応
があった。さらに遡れば、イランとの多
国間核合意（P5 とドイツ、EU、イランと
いう 7 か国と 1 国家連合の合意）であり、
同時に国連安保理決議による法的文書にも
なった JCPOA―2015 年 7 月 14 日、成立。
同 7 月 20 日、安保理決議 2231（2015）
―から、2018 年 5 月 8 日に、米国が一方
的に離脱したことに起因して、イランの核
開発を巡る新しい合意のための模索が続け
られてきた約 7 年に及ぶさまざまなレベ
ルにおける交渉の経過があり、空爆の時点
においても交渉は続いていた。
　つまり、今回の空爆は、核兵器の拡散を
阻止する目的をもって取り組まれてきた国
連システム内における努力によって勝ち取
られた合意の履行の最中に発生したもので
あった。したがって、この事件は、交渉に

よって合意された履行ルールの有効性がテ
ストされる機会と言える。
　その際、大切なことは、このテストは核
不拡散に関する国際社会の努力が前提とし
ている大きな枠組みを含めて検証の対象と
なるべきということである。爆撃を正当化
するイスラエルや米国の論理の根本には、
核兵器の特殊性に関する認識を前提として
いるからである。つまり、この兵器をイラ
ンが保有するかもしれない事態を放置する
と自国の安全が根本から脅かすことになる
という、核兵器についての国際社会がほぼ
共有する認識が存在している。兵器のもつ
この特殊性に鑑みて、国連憲章、安保理決
議、IAEA（国際原子力機関）憲章、NPT
条約などの法的枠組みのもとに関係国は拘
束されている。具体的には、イランの核武
装が禁じられ、その核活動が監視されると
同時に、たとえば米国の場合、米国もまた
NPT 条約のもとで核軍備の撤廃をしなけ
ればならない法的な義務を負っている。
　つまり、国際社会はイランを監視すると
きには、米国も同時に検証される大きな枠
組みの内側で行動することになる。
　今回の爆撃において、当然のことながら、
まずは安保理が動いた。6 月 13 日、イラ
ンは直ちに国連安保理に訴え、緊急会合の
開催を要請した。ロシアと中国が開催を支
持した。米国の空爆に対しても同じ流れの
中で安保理は対応した。安保理は 6 月 22
日に緊急会合を開いた。
　しかし、安保理は予想された通り米国を
法的に罰することができない。これば誰も
が知る結末である。拒否権をもつ常任理事
国の悪事を安保理は裁くことができない。
国連が改革されなければならないもっとも
重要な懸案事項である。
　そのうえで、私が今回の出来事において
注意を喚起したいのは、IAEA の問題点で
ある。
　核施設の爆撃について IAEA もまた反応
した。6 月 13 日、イスラエルの攻撃の直
後にグロッシ事務局長は声明を発し「どの
ような成行きや事情があっても核施設を攻
撃してはならない。人間にも環境にも害を
及ぼす」と述べた。しかし、グロッシ事務
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うめばやし ひろみち
1937年、兵庫県洲本市生まれ。ピースデポ特別顧問。長崎大学核兵器廃絶研究セン
ター（RECNA）初代センター長（2012～15年）。

局長が声明の締め括りで、「私は、IAEA に
は、イラン核問題の透明性、安全、保安、
平和解決を助ける技術的議論や支援活動
を IAEA が進める準備ができていることを
再確認する」と述べたとき、彼は IAEA が
なすべき重要な任務を見失っていると感じ
た。イスラエルもまた IAEA 加盟国であり、
IAEA が憲章にしたがってイランの核活動
を監視している行為をイスラエルが妨害し
破壊したことを、グロッシは重大視して非
難することをしなかった。同日にグロッシ
事務局長は、安保理の緊急会合でも発言
したが、内容は変わらなかった。3 日後の
6 月 16 日に IAEA 理事会が開催されたが、
グロッシ事務局長の関心は爆撃による施設

の破壊の程度や周辺の環境への放射能汚染
や化学物質汚染の問題に終始した。
　米国の空爆に対しても IAEA は反応した。
グロッシ事務局長は、6 月 22 日に開催さ
れた安保理の緊急会合に出席し発言した。
そこにおいても事務局長の関心は、破壊の
程度と環境への影響に限定されており、米
国の空爆行為そのものが、IAEA 憲章で定
められている IAEA の保障措置任務を阻害
したという認識を示す発言はなかった。翌
日、IAEA 理事会が開かれたが、理事会に
おける事務局長の発言もイランへの査察の
復活の必要性を説くばかりで、査察任務を
破壊した爆撃行為を問う議題を掲げなかっ
た。（続く）

『グレーテスト・ショーマン』
監督：マイケル・グレイシー
2017 年／アメリカ／ 105 分

る」ことの意味を体験したような気がする。この映画は
生まれつきの障害や恵まれない出自を抱え社会的に虐げ
られてきた人々が興行師バーナムと出会い、彼の生み出
すショーに出演することに大きな喜びを見いだしてい
く、というストーリーになっている。かつて私はそこに
腑に落ちない思いを抱いた。果たしてショーの一員と
なった彼らにとってことはそんなに単純に割り切れたの
だろうか、これはあまりに一面的な解釈ではないだろう
か。
　実際その点は今なお論議が多いし、理解しきれないこ
とも多い。だが実際に（少しだけ）似たような場を体験
してみて、かえってシンプルに考えるようになった。様々
な衝突や論議を巻き起こしながらもなお、みずからを表
現することに当人が何か情熱を覚えるのなら、その根底
にあるものは「喜び」と呼んで差し支えないに違いない。
　そして、そんな場を提供されるということそのものが、
きっと素晴らしいことなのだ。（うろこ）

　最近アマチュア演劇のワークショップに参加する機会
があった。ワークショップのテーマは「人を支えること」。
福祉関係で働く方を中心とする演劇の一つの試みだっ
た。近ごろよく聞くリプレゼンテーション、つまり「描
かれ方」の当事者性の問題について、アプローチの志向
がとても厳格で、初めて触れる考え方に感心するところ
や戸惑うところもある。
　演劇自体人生で初体験だったし、その方面にほとんど
不案内なので、ワークショップに参加しながら私が感じ
ていたのはもっぱら自己のペルソナのうち社会的に「逸
脱」とされるような部分、日常生活において語る機会の
ないような事柄に関してそれを表現する場が与えられ
る、ということの特別さについてだった。
　アメリカの希代の興行師 P・T・バーナムを主人公に
大ヒットを記録した『グレーテスト・ショーマン』は、
実はあまり好きな映画ではなかった。しかし今回ワーク
ショップを経て上演へ向け自分たちの「出し物」の準備
をしていく、という（たぶん演劇の世界でもめったにな
いような）稀有な現場のすみっこに参加してみて、映画
の劇中で登場人物たちが歌い上げる「隠れることをやめ

This is Me ――『グレーテスト・ショーマン』
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日 誌
2025.7.16~9.15

作成: 役 重 善 洋 、山 田 春 音
湯 浅 一 郎 、渡 辺 洋 介

【核兵器・軍縮】
●7月16日　世界初の核実験から80
年。実験現場の米ニューメキシコ州「ト
リニティ・サイト」で核兵器廃絶を求め
る集会開催。
●8月4日　NATO加盟国、米兵器を購
入し間接的にウクライナに供与する新
たな枠組み始動。
●8月5日　米軍インド太平洋軍司令
部、最新鋭極超音速ミサイル「ダーク・
イーグル」を7月に豪に配備と発表。
●8月6日　広島原爆投下80年。平和記
念公園で平和記念式典開催。
●8月9日　長崎原爆投下80年。平和公
園で平和祈念式典開催。
●8月15日　米ロ首脳会談（アンカレ
ッジ）。（本号参照）
●8月17日　ウィトコフ米特使、米欧
によるウクライナへの安全の保証を露
は容認したと述べる。（本号参照）
●8月18日　 米 ウ ク ラ イ ナ 首 脳 会 談

（ワシントン）。欧州首脳も参加。（本号
参照）
●8月20日　印、核搭載可能な国産弾
道ミサイル「アグニ５」の発射実験に成
功と発表。
●8月23日　米紙WSJ、米国防総省が
ウクライナに対し米国製長距離ミサイ
ルの使用を制限していると報道。
●9月2日　プーチン大統領、ウクライ
ナのEU加盟に反対したことはないと
し、露・ウクライナ双方の合意は可能と
の見方を示唆。
●9月2日　高校生平和大使、核兵器廃
絶を求める11万人超の署名を国連ヨー
ロッパ本部（ジュネーブ）に提出。
●9月5日　トランプ大統領、軍用無人
機を航空機と解釈し、「ミサイル関連技
術輸出規制（MTCR）」を迂回して、輸出
する見通し。
●9月12日　露ベラルーシ合同軍事演
習「ザーパド2025」（～ 16日）。
●9月15日　IAEA年次総会（ウィーン、
～ 19日）。

【日米安保・憲法】
●7月29日　共同通信、2024年2月の
机上演習で、吉田統幕長が米軍に、中国
への「核の脅し」を求めたと報道。中谷
防衛相と吉田統幕長は否定。
●7月29日　ラザロ比外相、憲法9条の
改正は、日本との防衛協力に寄与する
との見解を示す。
●7月30日　防衛省、陸自の観閲式、海
自の観艦式、空自の航空観閲式を今後
実施しないと発表。人手不足が背景。
●7月31日　海自、スペイン海軍と四
国南方からフィリピン東方の海域にか
けて共同訓練（～ 8月4日）。

●8月1日　参議院憲法審査会会長に立
民の長浜博行氏。
●8月3日　海自、豪・ニュージーランド
空軍と豪東方で共同訓練（～ 4日）。
●8月4日　日英米豪西諾6か国が西太
平洋海空域で共同訓練（～ 12日）。
●8月5日　豪、「もがみ」型護衛艦の能
力向上型を次期汎用フリゲート艦に選
定したと発表。（本号参照）
●8月6日　空自、英空軍と九州周辺の
空域で共同訓練（～ 7日）。
●8月7日　空自F-35B戦闘機、宮崎県
新田原基地に初配備。宮崎県知事は「大
変残念」と反発。
●8月12日　英空母プリンス・オブ・ウ
ェールズを旗艦とする英空母打撃群、
横須賀と東京に寄港（～ 9月2日）。
●8月15日　豪比合同演習「エクササ
イズ・アロン25」、ルソン島及びパラワ
ン島で実施（～ 29日）。
●8月21日　比軍が調達を検討してい
る佐世保基地の「あぶくま」型護衛艦を
比海軍高官が8月中旬に視察と報道。
●8月24日　日米韓豪ニュージーラン
ド共同訓練「パシフィック・ヴァンガー
ド25」、グアム周辺で実施（～ 9月3日）。
●8月25日　インドネシア軍・米軍等
の合同演習「スーパーガルーダ・シール
ド」実施（～ 9月4日）。自衛隊が初参加。
●8月29日　防衛省、長射程の12式地
対艦誘導弾を熊本県健軍駐屯地および
静岡県富士駐屯地に配備すると発表。
●8月29日　防衛省、高速滑空弾の発
射実験を米カリフォルニア州で6月か
ら8月までに5回行ったと発表。
●9月2日　海自、英・ノルウェー海軍と
日本周辺海域からインド洋にかけて共
同訓練（～ 10月21日）。
●9月4日　海自、米海軍とグアム周辺
で共同訓練（～ 5日）。
●9月6日　空自、英海空軍と日本海上
空で共同訓練。
●9月9日　日比防衛相会談（ソウル）。
●9月11日　日米合同演習「レゾリュ
ート・ドラゴン25」、日本各地で実施（～
25日）。日米で約１万9千人が参加。
●9月11日　日比「円滑化協定」発効。
豪英に続き3か国目。
●9月14日　空自F-15戦闘機などを北
米及び欧州に派遣（～ 10月1日）。英独
加への派遣は初めて。

【沖縄】
●7月23日　嘉手納町議会、常態化す
る米軍嘉手納基地でのパラシュート降
下訓練に抗議決議を全会一致で採択。
●8月3日　「 宜 野 湾 ち ゅ ら 水 会 」、米
ラスベガスで開かれた「平和を求める
元軍人の会（VFP）」年次総会で沖縄の
PFAS汚染を訴え、行動を要請。
●8月5日　沖縄防衛局、米海兵隊の無
人艇「ALPV」を那覇軍港に無期限配備
にする方針を沖縄県に伝達。
●8月18日　沖縄防衛局、那覇軍港の
浦添市沖への移設計画で環境影響評価
項目など記した「方法書」を公告。
●8月20日　嘉手納基地で2025年4回

今号の略語
ALPS=多核種除去設備
EU=欧州連合
IAEA=国際原子力機関
ICAN=核兵器廃絶国際キャンペーン
JCPOA=共同包括的行動計画
NATO=北大西洋条約機構
NPT=核不拡散条約
PFAS=有機フッ素化合物
START=戦略兵器削減条約
TPNW=核兵器禁止条約

目のパラシュート降下訓練。
●8月20日　うるま市の「ホワイトビ
ーチ」沖で、米ドック型輸送揚陸艦「ニ
ューオーリンズ」が火災。
●8月21日　沖縄県、米軍基地周辺か
ら高濃度PFASの検出が相次ぐ問題に
つき、公衆衛生や疫学の専門家で構成
する検討委員会設置を決定。
●8月27日　沖縄防衛局、米軍無人偵
察機MQ-9の嘉手納基地への無期限配
備を通達。沖縄県は見直しを要請。
●9月10日　福岡高裁那覇支部、沖縄
島での米兵の少女への性的暴行事件

（2023年12月）に懲役５年の判決。
●9月10日　米軍艇２隻が石垣港を出
港。沖縄県は民間港使用の自粛を要請。
●9月11日　沖縄県、米軍機の騒音軽
減措置を講じるよう米軍に要請。

【朝鮮半島】
●7月28日　金与正（キム・ヨジョン）
党副部長、韓国人を同族とみなさず、李
在明政権との対話もしないと表明。
●8月4日　韓国国防省、北朝鮮向け放
送拡声器の撤去を開始したと表明。
●8月9日　韓国軍合同参謀本部、北朝
鮮が韓国向け宣伝放送用の拡声器の撤
去を始めたと発表。
●8月10日　北朝鮮の努光鉄（ノ・グァ
ンチョル）国防相、米韓合同演習「ウル
チ・フリーダム・シールド」を非難。
●8月12日　金正恩総書記、プーチン
大統領と電話会談。
●8月14日　金与正党副部長、「ソウル
の希望は愚かな夢に過ぎない」と題し
た談話を発表。
●8月15日　李在明大統領、光復節80
周年記念式典で、いかなる形であれ吸
収・統一しようとしないと表明。
●8月18日　米韓合同軍事演習「ウル
チ・フリーダム・シールド」（～ 28日）。

（本号参照）
●8月18日　金正恩総書記、南浦（ナム
ポ）造船所で新型駆逐艦「崔賢（チェ・ヒ
ョン）」の武装システム試験を視察。（本
号参照）
●8月19日　非武装地帯で工事作業中
の北朝鮮軍兵士30人余りが南北軍事境
界線を越える。
●8月20日　金正恩総書記、北朝鮮の
ロシア派遣部隊指揮官らを激励。
●8月23日　日韓首脳会談（東京）。北
朝鮮の脅威への日米韓の協力と「朝鮮
半島の完全な非核化」を再確認。（本号
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参照）
●8月23日　北朝鮮、新型地対空ミサ
イル２発を試射。（本号参照）
●8月25日　米韓首脳会談（ワシント
ン）。トランプ大統領、年内に金正恩総
書記と会いたいと表明。（本号参照）
●8月27日　金正恩総書記、特殊作戦
訓練基地を訪れ、狙撃訓練を視察。
●9月1日　韓国国防省、北朝鮮向けラ
ジオ「自由の声」の放送を停止。
●9月2日　金正恩総書記、６年半ぶり
に北京訪問（～ 5日）。
●9月3日　北京で戦勝80周年記念式
典。中ロ朝の首脳が集結。
●9月3日　露朝首脳会談（北京）。
●9月4日　中朝首脳会談（北京）。
●9月15日　核・通常戦力統合米韓机
上演習「アイアン・メイス」（～ 19日）。

（本号参照）
●9月15日　日米韓共同海上演習「フ
リーダム・エッジ」（～ 19日）。（本号参
照）

【中東・イラン】
●7月21日　イギリスや日本など28か
国、ガザの即時停戦を求める共同声明。
●7月25日　イランと英仏独、核問題
をめぐり外務次官級協議。
●7月28日　「パレスチナ問題の平和
的解決と二国家解決実現のためのハイ
レベル国際会議」（閣僚級）、ニューヨー
クで開催（～ 30日）。
●8月1日　ウィトコフ米特使、ガザ地
区の「ガザ人道財団」配給拠点を視察。
●8月5日　国連専門家ら、ガザ人道財
団の即時解体を要求する共同声明。
●8月8日　アゼルバイジャンとアルメ
ニアの首脳、トランプ大統領の仲介で
和平実現に向けた共同宣言に署名。
●8月10日　イスラエル軍、ガザ市を
空爆、ジャーナリスト6名を殺害。
●8月11日　アパロIAEA事務次長、テ
ヘランでイラン外務省高官らと会談。
●8月18日　ハマス、60日間の停戦を
含む新たな提案に合意すると表明。
●8月25日　イスラエル軍、ガザのナ
セル病院を攻撃、医療関係者・ジャーナ
リストら20人以上を殺害。
●8月26日　グロッシIAEA事務局長、

イランで査察活動を再開するところだ
と米FOXニュースで発言。
●8月28日　英仏独が共同声明。イラ
ンが核合意に違反したと国連安保理に
通知し、制裁再開（スナップバック）の
手続きを開始したと発表。
●9月1日　「国際ジェノサイド研究者
協会」、イスラエルがガザ地区でジェノ
サイドを実行していると表明。
●9月2日　イラン・中・露の外相、英仏
独のスナップバック発動通知を無効と
判断するよう国連事務総長および安保
理議長宛に共同書簡を提出。
●9月7日　ハマス、「停戦合意に向けた
米側からのいくつかの案を仲介役を通
じて受け取った」と発表。
●9月9日　イランのアラグチ外相及び
グロッシIAEA事務局長、エジプト外相
と共にカイロで共同会見し、核施設へ
の査察再開に関して合意したと発表。
●9月9日　イスラエル軍、カタルのド
ーハを空爆、ハマス幹部ら6名殺害。
●9月10日　イスラエル軍、イエメン
のサヌアなどでフーシ派の軍事施設等
を空爆。35人を殺害。
●9月14日　ルビオ米国務長官、ガザ
停戦交渉について協議するためイスラ
エルを訪問。
●9月15日　アラブ諸国、緊急首脳会
議を開き、カタルを空爆したイスラエ
ルの行為は正当化できないと非難。
●9月15日　 ラ イ ト 米 エ ネ ル ギ ー 長
官、IAEA総会で、イランのウラン濃縮
計画を「完全に解体」する必要を強調。

【原発】
●7月17日　中国、日本産のマグロな
ど449種類の水産物輸入を許可。
●7月19日　福島第1原発事故後に除
染で取り除かれた土、首相官邸の敷地
内に。全国初の再生利用始まる。
●7月22日　関電、美浜原発について
次世代型の原子炉への建て替えに向け
た地質調査を再開する方針を発表。
●7月26日　九州電力、玄海原発の敷
地でドローン3機が飛行していたとの
情報を原子力規制庁に通報。
●7月30日　原子力規制委、泊原発3号
機再稼働を合格とする審査書を決定。

●7月30日　東電、カムチャツカ半島
付近での巨大地震による津波注意報発
令を受け、福島第1原発からのALPS処
理汚染水の海洋放出を一時停止。
●8月4日　福井県美浜町、関電美浜原
発の原子炉建て替えに向けた地質調査
を容認。
●8月5日　原子力委員会、2024年末
の日本のプルトニウム保有量は約44.4
トンと発表。前年とほぼ同量。
●8月7日　福島第1原発ALPS処理汚染
水の14回目の海洋放出（～ 25日）。
●8月10日　 仏 の グ ラ ブ リ ー ヌ 原 発
で、ポンプに大量のクラゲが入り込み、
原子炉が自動で運転停止。
●8月12日　山口県上関町の使用済み
核燃料中間貯蔵施設をめぐり、「周防住
民の会」が柳井市議会に建設反対を求
める請願を提出。
●8月18日　 日 本 原 子 力 研 究 開 発 機
構、高速実験炉「常陽」を2026年度半ば
に運転再開し、医療用の放射性物質の
製造試験を行う計画を説明。
●8月27日　福岡高裁、川内原発設置
許可の取り消しを求めた訴えを棄却。
●8月29日　関電、福井県に、県内使用
済み核燃料の中間貯蔵施設への搬出を
2035年末までに始めると伝達。
●8月29日　中国電力、上関町での使
用済核燃料中間貯蔵施設建設は可能と
の調査報告書を上関町に提出。　
●9月1日　台湾、日本産食品の輸入規
制をすべて撤廃する方針を明らかに。
●9月4日　東電、柏崎刈羽原発の6号
機再稼働後、1 ～ 5号機廃炉の判断を
前倒しすると公表。
●9月10日　原子力規制委員会、原発
事故の避難などの対応方針をまとめた
指針の改正を正式に決定。
●9月11日　福島第1原発、15回目の
ALPS処理汚染水海洋放出（～ 29日）。

【その他】
●7月20日　参議院選挙で与党が過半
数割れ。国民、参政が躍進。
●7月22日　日米関税交渉が合意。
●9月4日　「 サ イ バ ー テ ッ ク 東 京
2025」、東京で開催。（本号参照）
●9月7日　石破首相、退陣を表明。

　1930年代の世界と「トランプ時代」
との類似が論じられるようになって
から久しい。条件が大きく異なる面も
あり、私自身はあまりそうした議論に
コミットしてこなかったのだが、参政
党の登場は、宗教団体大本と内田良平
ら右翼との提携を彷彿させるものが
ありハッとさせられた。日本の宗教や
スピリチュアリティは、天皇制とあま
りに深く癒着してしまっており、ガン
ジーに見られたような、民衆の多様性

を見据えたインクルーシブな指向性
がいかにも弱い。これは本当に危険極
まりないことだと思う。私たちの内面
に刷り込まれた「困った時の神頼み」
のような無責任感・権力観を乗り越え
る民衆的な経験を地道に積み重ねて
いくしかないのだろうか。
　空襲被害者救済法案が自民党内の
反対でいまだに成立せず、石破首相の
戦後80年談話も出せないという状況
は悲惨としか言いようがない。「君民

一体」を前提とする「受忍論」の壁は、
「核抑止論」の壁と同様、ナショナリ
ズムの檻に囚われているすべての人
が乗り越えるべき共通課題だと改め
て思う。今回の特集で若い世代のア
クティヴィストらもまた、厳しい状況
を前に悩み、学びながら前進しようと
苦闘していることがひしひしと伝わ
り、共感とともに元気をいただけた。
ご協力いただいたことに感謝の念を
お伝えしたい。（役重）

編集後記
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『ピース・アルマナック2025』

B5判、260ページ、2025年7月8日刊行
編著：ピース・アルマナック刊行委員会
監修：梅林宏道・鈴木達治郎
出版社：緑風出版
定価3000円 、送料無料

ハイライト―世界化するガザ危機
★被害統計／占領継続は違法・ICJ勧告

／ジェノサイド提訴にICJ暫定措置
命令／ネタニヤフ首相らにICC逮捕
状

★巻頭エッセイ　三牧聖子：トランプ
時代の平和の課題

★注目資料

『脱軍備・平和レポート』第 35 号
発行日 2025 年 10 月 1 日
発行元　NPO 法人ピースデポ
〒 222-0032　横浜市港北区大豆戸町 1020-5 第 4 西山ビル 304 号室
　TEL 045-633-1796　FAX 045-633-1797
　E メール office@peacedepot.org
　ホームページ http://www.peacedepot.org

【郵便振替口座】
　口座番号　00250-1-41182
　口座名称　特定非営利活動法人ピースデポ

【銀行口座】
　横浜銀行 日吉支店
　普通　1561710　トクヒ ) ピースデポ

 制作　NPO 法人ピースデポ
 印刷　（株）野崎印刷紙器

次の方々が本号の発行および前号の
発送に参加・協力しました。
ありがとうございました！

朝倉真知子、梅林宏道、須賀祥枝、田中美穂
高原孝生、徳田悠希、中島優希、中村桂子

中村涼香、林田光弘、安田菜津紀、山口大輔
山田春音、山中悦子

※50音順

編集委員
木元茂夫、鈴木達治郎、役重善洋（編集長）、湯
浅一郎、渡辺洋介

●遺贈寄付の受付について
　遺贈による寄付によって、あなたの核兵器の廃絶を求め
る意思をピースデポの活動に託しませんか？
　どうすれば、思いを形にできるか等のご相談に応じます。
　E メールまたは電話でピースデポ事務所までご連絡くだ
さい。

梅林宏道著
『非核兵器地帯という選択

―分断を超えて〈コモン〉へ』

グレゴリー・カラーキー、中村 桂子、徐 載晶、鈴木 
達治郎編著「核なき北東アジアに向けて――非
核兵器地帯の可能性」（10 月 31 日刊行予定）

定価：300 円

四六判、320 ページ
2025 年 9 月 1 日刊行
発行：地平社
定価：本体 2400 円（＋税）
もくじ
序章　非核兵器地帯の現在性
第 1 章　既存の非核兵器地帯
第 2 章　新しい非核兵器地帯への挑戦
第 3 章　北東アジアの非核化
第 4 章　北東アジア非核兵器地帯へ
終章　平和主義を実践する

ノーベル委員会平和賞受賞理由／ロシア軍幹部にICC逮捕状
／未来のための協定／米国とロシアの核兵器使用ドクトリン
／朝露戦略パートナーシップ条約／尹大統領の戒厳布告令／
AI軍事利用国際指針

★2024年解題：役重善洋／中村桂子／渡辺洋介／前川大／榎本
珠良／木元茂夫

新刊 !!

近刊 !!

発行：地平社
A5 判、304 ページ　
予定価格：本体 4000 円（＋税）

新刊 !!

●ピースデポ入会の案内
　会員、賛助会員、年間購読者には、『脱軍備・平和レポー
ト』（年 6 回）と『ピースデポ会報』（年 2 回）に加え、資
料年鑑『ピース・アルマナック』をお届
けします。
　詳細や入会の申し込みはピースデポ
HP（右 QR コード）をご覧ください。

●寄付のお願い
　私たちの調査・研究活動は、平和・軍縮問題に関心を持
つ、一人一人の市民によって支えられています。皆さまの
ご支援をお願いします。

※ピースデポ事務所に注文（Fax、Email）頂ければ、
著者割引 2000 円（送料別）とさせていただきます。。


